
（平成２３年６月２９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 13 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 28 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 22 件

年金記録確認愛知地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



愛知国民年金 事案 2981 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年 10 月から４年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 10月から４年３月まで 

    申立期間当時、私は学生でＡ市に住んでいたが、申立期間の未納通知が届

いたので父親が一括して国民年金保険料を納付してくれた。 

私も父親も、未納通知は私が帰省する際に持ち帰ったものか、実家に送ら

れてきたものなのか、よく覚えていないが、父親はＡ市とＢ市の両方で保険

料を納付したとしており、同市役所の職員に「Ａ市に現住所のある者の保険

料をＢ市内で納付してもよいか。」と尋ねたところ「どこで納付しても同じ

なので可能である。」と言われて納付したとしている。 

申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は６か月と短期間であり、申立人は国民年金の強制加入対象期間中

に一部加入していない期間があるものの、加入期間について保険料が未納とさ

れているのは申立期間のみである。 

また、申立人は、未納通知が届いたので、父親が一括で保険料を納付してく

れたとしているところ、国民年金手帳記号番号払出簿検索システム及びオンラ

イン記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号はＡ市に居住していた平成

４年６月 23日に払い出されており、被保険者資格は、申立人が 20歳に到達し

た３年＊月＊日に遡って取得したことが確認できる。この手帳記号番号払出時

点を基準とすると、申立期間は既に納付期限は経過していたものの、時効は成

立しておらず、保険料を過年度納付することは可能であり、申立人に対して納

付書が送付されたと考えられることから、申立人の主張に不自然さはない。 

さらに、申立人の保険料を納付していたとする父親は、国民年金制度開始当

時から 60歳到達まで保険料の未納は無く、昭和 57年からは前納しており、保



険料の納付意識は高かったことがうかがわれる。 

加えて、申立期間直後の平成４年度の保険料は平成６年５月に、５年度の保

険料は７年５月にそれぞれ一括して過年度納付されていることが確認できる

上、父親は一括して保険料を納付したことが３回あるとしていることから、納

付意識の高かった父親が４年度及び５年度の保険料と同様に６か月と短期間

であった申立期間の保険料についても過年度納付していたと考えても不自然

ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



愛知国民年金 事案 2982 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年 12月から 52年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 12月から 52年４月まで 

    申立期間について年金事務所に照会したところ、「厚生年金等加入の理由

で資格訂正及び還付処理がされている。」との回答があった。還付されたか

どうかについて明確な記憶は無いが、私は申立期間当時には自営業を営んで

おり、厚生年金保険等に加入したことは一切無い。申立期間は還付されてい

る期間ではなく、保険料納付済期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿及び申立人の国民年金被保険者台帳によると、

申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 50年 12月 13日に払い出されているこ

とから、この頃に加入手続を行ったものとみられ、申立人は厚生年金保険被保

険者資格を喪失した 43 年２月に遡って申立期間に係る国民年金被保険者資格

を取得し、申立期間については、第２回特例納付、過年度納付及び現年度納付

していることが確認できる。 

また、申立人に係るオンライン記録によると、申立人が 65 歳となった平成

２年＊月に、申立期間の被保険者資格の喪失が追加処理されるとともに、申立

期間の保険料が「厚生年金等加入」の理由から、申立人名義の金融機関に還付

金として振り込まれたことが確認できることから、申立期間の保険料は一旦納

付された後、申立人に還付されたものとみられる。 

しかしながら、この還付について、日本年金機構Ａ事務センターでは、「平

成２年＊月の裁定請求時の資料が無く、還付理由の詳細は不明である。」とし

ている上、オンライン記録等においても、申立人が申立期間に厚生年金保険等

のほかの年金制度に加入していた形跡は見当たらない。このため、申立期間は



国民年金の強制加入対象期間であったと考えられることから、申立期間の被保

険者資格を喪失させ、保険料を還付する合理的理由は見当たらず、誤還付の可

能性がある。 

また、申立人は、申立期間当時には個人で事業を営んでおり、ほかで勤務し

ていたことは無いとしている上、前述のとおり、申立期間中である昭和 50 年

12 月に国民年金に加入し、第２回特例納付等により保険料納付を行っている

ことからも、申立期間当時、ほかの年金制度に加入していたとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



愛知国民年金 事案 2983 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 14年７月から 15年３月までの期間及び同

年７月から 16年 11月までの期間の国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 14年７月から 15年３月まで 

             ② 平成 15年７月から 17年２月まで 

    私たち夫婦の保険料は、妻が月末に納付書で１か月か２か月分の夫婦二人

分の保険料を金融機関で納付していた。平成 15 年３月に自営業を廃業した

際、税務署に提出した確定申告書に国民年金保険料を記載して申告し、年末

調整を申告する際、私の勤務先に国民年金保険料の領収書を提出していた覚

えがあるので、保険料は納付していたはずである。申立期間の確定申告書、

源泉徴収票を所持しているので、申立期間の保険料を納付したことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金保険料を納付したとする妻は、夫婦二人分の保険料を一緒

に納付したとしており、オンライン記録で保険料納付日が確認できる平成 11

年５月から 14 年６月までの期間の申立人夫婦の保険料の納付日は同一日とさ

れていることが確認できる上、申立人は、18 年３月及び申立期間を除く国民

年金加入期間において保険料の未納は無い。 

また、申立人は、平成 14年の確定申告書の写し及び 15年分から 17年分ま

での源泉徴収票（以下「確定申告書等」という。）を提出しているところ、オ

ンライン記録によると、14 年には、同年１月 23 日に 13 年 11 月及び同年 12

月が納付され、14 年６月までの保険料が順次納付されており、17 年には、同

年３月から 18年２月までの保険料が納付されていることが確認でき、17年中

の納付額は源泉徴収票の申告額と一致する。同年から税務申告の際に国民年金

保険料の領収書や控除証明書などの添付が義務付けられていることを考慮す



ると、保険料は、14年１月 23日から 16年 12月までの間で納付されたものと

考えるのが自然である。14 年の確定申告書の写しの国民年金保険料控除額は

12か月分（控除額は二人分。以下同じ。）計上され、13年 11月から 14年６月

までの保険料は同年中に納付されていることから、残り４か月分の保険料も同

年中に納付したものと推認され、15 年分の源泉徴収票の社会保険等の金額欄

に記載されている金額のうち、当時の国民年金保険料の 10 か月分に相当する

控除額が確認でき、16 年分の源泉徴収票については、12 か月分に相当する控

除額が確認できる。これらの月数を合計すると 26 か月となる。申立期間は、

合計 29 か月であることから、申立期間のどの月分について納付されたかにつ

いては特定できないものの、申立期間直前の納付状況を見ると、納付期限月が

到来する都度、順番に納付していることが確認できることから、確定申告書等

に計上されたと考えられる期間 34か月分の保険料も 13年 11月から順番に納

付されたものと考えるのが自然であり、妻が申立人の国民年金保険料と併せて

同年 11月から 16年 11月まで（厚生年金保険被保険者期間を除く。）の 34か

月を納付したと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平

成 14年７月から 15年３月までの期間及び同年７月から 16年 11月までの期間

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



愛知国民年金 事案 2984 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 14年７月から 15年３月までの期間及び同

年７月から 16年 11月までの期間の国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 14年７月から 15年３月まで 

             ② 平成 15年７月から 17年２月まで 

    私たち夫婦の保険料は、私が月末に納付書で１か月か２か月分の夫婦二人

分の保険料を金融機関で納付していた。平成 15 年３月に自営業を廃業した

際、税務署に提出した確定申告書に国民年金保険料を記載して申告し、年末

調整を申告する際、夫が勤務先に国民年金保険料の領収書を提出していた覚

えがあるので、保険料は納付していたはずである。申立期間の確定申告書、

源泉徴収票を所持しているので、申立期間の保険料を納付したことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付したとしており、オン

ライン記録で保険料納付日が確認できる平成11年５月から14年６月までの期

間の申立人夫婦の保険料の納付日は同一日とされていることが確認できる上、

申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間において保険料の未納は無い。 

また、申立人は、夫の平成 14年の確定申告書の写し及び 15年分から 17年

分までの源泉徴収票（以下「確定申告書等」という。）を提出しているところ、

夫のオンライン記録によると、14年には、同年１月 23日に 13年 11月及び同

年12月が納付され、14年６月までの保険料が順次納付されており、17年には、

同年３月から 18年２月までの保険料が納付されていることが確認でき、17年

中の納付額は源泉徴収票の申告額と一致する。同年から税務申告の際に国民年

金保険料の領収書や控除証明書などの添付が義務付けられていることを考慮

すると、保険料は、14 年１月 23日から 16年 12月までの間で納付されたもの



と考えるのが自然である。14 年の確定申告書の写しの国民年金保険料控除額

は 12 か月分（控除額は二人分。以下同じ。）計上され、13 年 11 月から 14 年

６月までの保険料は同年中に納付されていることから、残り４か月分の保険料

も同年中に納付したものと推認され、15 年分の源泉徴収票の社会保険料等の

金額欄に記載されている金額のうち、当時の国民年金保険料の 10 か月分に相

当する控除額が確認でき、16 年分の源泉徴収票については、12 か月分に相当

する控除額が確認できる。これらの月数を合計すると 26 か月となる。申立期

間は、合計 29 か月であることから、申立期間のどの月分について納付された

かについては特定できないものの、申立期間直前の納付状況を見ると、納付期

限月が到来する都度、順番に納付していることが確認できることから、確定申

告書等に計上されたと考えられる期間 34か月分の保険料も 13年 11月から順

番に納付されたものと考えるのが自然であり、申立人が夫の国民年金保険料と

併せて同年 11月から 16年 11月まで（第３号被保険者期間を除く。）の 34か

月を納付したと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平

成 14年７月から 15年３月までの期間及び同年７月から 16年 11月までの期間

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



愛知国民年金 事案 2985 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 46年７月から 47年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 47年３月まで 

    私が 20 歳になってから、母親が私の国民年金の加入手続をＡ村役場で行

い、結婚するまで私の国民年金保険料を納付してくれた。当時同居していた

姉や兄夫婦の保険料と一緒に自宅に来た集金人に納付していたと聞いてい

る。納付を証明するものは無いが、申立期間の保険料が未納とされているこ

とは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の婚姻前までの国民年金保険料を納付していたとする母親の納付記

録を見ると、昭和 36 年４月（国民年金制度発足）からの国民年金加入期間の

保険料は全て納付済みとされ、申立期間当時、母親が保険料を納付していたと

する同居家族（兄夫婦及び姉）も国民年金加入期間に保険料の未納は無いこと

から、母親の保険料の納付意識は高かったことがうかがわれる。 

また、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出整理簿によれば、申立

人の国民年金手帳記号番号は、昭和 48年９月３日にＡ村に払い出されており、

これ以前に申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる形跡は見当たらないことから、その頃に初めて申立人の国民年金

加入手続が行われたものとみられ、この手続の際に資格取得日を遡って 46 年

４月 26 日とする事務処理が行われたものとみられる。この国民年金手帳記号

番号払出日を基準とすると、申立期間のうち同年７月から 47 年３月までの保

険料は過年度納付することが可能であった。 

さらに、申立人の国民年金被保険者台帳を見ると、申立期間直後の昭和 47

年度の保険料が過年度納付されていることが確認できることから、前述のとお



り、納付意識が高かった母親が加入手続当時に納付可能であった申立期間のう

ち昭和46年７月から47年３月までの保険料についても同様に過年度納付した

と考えても不自然ではない。 

一方、前述の国民年金手帳記号番号払出日を基準とすると、申立期間のうち

昭和 46 年４月から同年６月までの保険料は、時効により納付することはでき

ず、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（確定申告

書、家計簿等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和46年７月から47年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。



愛知国民年金 事案 2986 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53年１月から 54年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年１月から 54年３月まで 

    私は、ねんきん定期便で申立期間の保険料が未納とされていることを知っ

た。私の国民年金加入手続及び保険料の納付は、全て父親が行っていた。申

立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 15 か月と比較的短期間である上、申立人は、申立期間を除く国

民年金加入期間において、国民年金保険料の未納は無く、申立人の国民年金加

入手続及び保険料納付を行ったとする父親の納付記録を見ると、国民年金制度

発足時の昭和 36年４月から 60歳到達前の 59年＊月までの国民年金加入期間

に未納は無いことから、父親の保険料の納付意識は高かったことがうかがえる。 

また、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の

国民年金加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号前後の任意加入被保険者

の資格取得状況から、昭和 55 年２月頃にＡ市Ｂ区役所で行われ、この加入手

続において、資格取得日を遡って 20歳到達時である 50年＊月＊日とする事務

処理が行われたものとみられる。申立人の加入手続が行われたとみられる時期

は、第３回特例納付実施期間（53年７月から 55年６月まで）中であることか

ら、申立期間を含む 50年７月から 54年３月までの保険料を特例納付及び過年

度納付を利用して納付することは可能であった。 

さらに、申立人の国民年金被保険者台帳を見ると、申立期間直前の昭和 50

年７月から 52年 12月の保険料は加入手続が行われた４か月後の 55年６月に

特例納付されていることが確認できる。このため、前述のとおり、加入手続時

期を基準とすると、申立期間は過年度納付が可能であったことから、申立期間

の保険料のみ納付しなかったとは考え難く、納付意識の高かった父親が申立期

間の保険料も納付したと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



愛知国民年金 事案 2987 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年７月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年９月まで 

    私は、国民年金に加入していたが、しばらくの間、国民年金保険料を納め

ていなかった。しかし、婚姻(昭和 39年 11月)後、時期ははっきり覚えてい

ないが、妻が私の保険料が未納とされていることを知り、Ａ社会保険事務所

Ｂ支所（当時）に行き、加入後、納めていなかった全ての期間の保険料を窓

口で一括納付した。申立期間の保険料が未納とされていることは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間において、国民年金保険料に未

納は無い。 

また、婚姻後、申立人の保険料を納付していたとする妻の納付記録を見ると、

国民年金制度発足当初の昭和 36年４月から 52年８月までの期間及び 53年６

月から 58 年１月までの期間の国民年金加入期間において保険料の未納は無い

ことから、妻の保険料の納付意識は高かったことがうかがわれる。 

さらに、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人

の国民年金手帳記号番号は、昭和 37年 10月１日にＣ町で払い出されているこ

とから、その頃に初めて、申立人の国民年金加入手続が行われ、この加入手続

の際に、資格取得日を遡って 35年 10月１日とする事務処理が行われたものと

みられる。申立人は、婚姻(39 年 11 月)後、時期ははっきり覚えていないが、

妻が申立人の保険料が未納とされていることを知ったので、Ａ社会保険事務所

Ｂ支所に行き、加入後、納めていなかった全ての期間の保険料を窓口で一括納

付したとしており、申立人の国民年金被保険者台帳を見ると、申立期間直後の



38 年 10 月から 40 年３月までの保険料が同年 10 月 15 日に一括で過年度納付

されていることが確認できる。この納付年月日を基準とすると、申立期間のう

ち、38 年７月から同年９月までの保険料については、過年度納付が可能であ

ったことから、前述のとおり、保険料の納付意識が高かった妻が当該期間の保

険料のみ納付しなかったとは考え難く、当該期間の保険料も含めて過年度納付

したと考えても不自然ではない。 

一方、前述の納付年月日を基準とすると、申立期間のうち、昭和 36 年４月

から 38年６月までは時効により保険料を納付することができない。 

また、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当

たらない上、申立期間のうち、昭和 36年４月から 38年６月までの期間の保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿等）は無く、ほかに当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 38 年７月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



愛知国民年金 事案 2988 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年 10月から 46年３月までの期間及び

50 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年２月及び同年３月 

             ② 昭和 45年 10月から 46年３月まで 

             ③ 昭和 50年１月から同年３月まで 

    私は、国民年金加入手続の詳しいことは覚えていないが、申立期間①当時、

Ａ事業所に住み込みで働いていた時に、Ａ事業所の妻が私と同僚のＢ氏と一

緒に国民年金の加入手続を行ってくれたはずだ。加入後の国民年金保険料は、

申立期間①は、Ａ事業所の妻に保険料を渡し、同僚のＢ氏の分と一緒に納付

してもらっていた。申立期間②も、その当時Ｃ事業所に住み込みで働いてお

り、Ｃ事業所の妻に保険料を渡して納付してもらっていた。申立期間③は、

Ａ事業所で勤務していた時の同僚のＢ氏が事業主であるＤ事業所に勤め、Ｄ

事業所の妻に保険料を渡して納付してもらっていた。申立期間の保険料を納

付したことを示す資料は無いが、申立期間①、②及び③の保険料が未納とさ

れていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間は合計で 11 か月と短期間である上、申立人は、申立期間①、②

及び③を除く国民年金加入期間に保険料の未納は無いことから、申立人の保

険料の納付意識は高かったことがうかがわれる。 

また、申立期間②については、オンライン記録、国民年金手帳記号番号払

出控及び国民年金受付処理簿によると、申立人の国民年金加入手続は、申立

人の国民年金手帳記号番号前後の任意加入被保険者の資格取得状況から、昭

和 45年 11月 16日にＥ市Ｆ区役所で行われ、この加入手続において、資格

取得日を遡って 20 歳到達時である同年＊月＊日とする事務処理が行われた



ものとみられる。このことは、Ｇ市の申立人の国民年金被保険者名簿の記載

内容とも符合する。このため、この加入手続時期を基準とすると、申立期間

②の保険料は現年度納付することが可能であった。 

さらに、申立人は、申立期間②の保険料は、Ｃ事業所に住み込みで働き、

Ｃ事業所の妻に保険料を渡して納付してもらったとしているところ、公簿に

よると、申立人の申立期間②当時、申立人とＣ事業所の事業主及びその妻と

住所地は一致していることが確認できることなどから、Ｃ事業所の妻が、申

立人の申立期間②の保険料を納付していたと考えても不自然ではない。 

２ 申立期間③については、申立人は、以前Ａ事業所で勤務していた時の同僚

のＢ氏が事業主であるＤ事業所に勤め、事業主及びその妻に保険料を渡して

納付してもらったとしているところ、事業主は、「申立人は申立期間当時、

当所で勤務しており、申立人の家とは隣同士で住んでいた。国民年金保険料

を預かって一緒に支払っていたのであれば、家内に頼んだと思う。」とし、

その妻は、「お金を預かって一緒に納めていたとしたら、申立人の分と一緒

に納めている。」としており、Ｄ事業所の事業主及びその妻の納付記録を見

ると、昭和 49年４月から同年 12月までの期間（妻は、婚姻が同年 10月の

ためこの期間を除く。）及び 50年４月から 55年３月までの期間の保険料が

前納されていることが確認できる上、申立期間③前後の納付方法は、Ｄ事業

所の事業主及びその妻の納付方法と一致することから、Ｄ事業所の事業主及

びその妻が、申立人の申立期間③の保険料を一緒に納付していたと考えても

不自然ではない。 

３ 申立期間①については、申立人は、国民年金加入手続及び申立期間の国民

年金保険料納付に直接関与しておらず、これらを行ったとするＡ事業所の妻

は既に死亡しており、申立人は、Ａ事業所の妻が申立人と同僚のＢ氏と一緒

に国民年金の加入手続を行い、保険料もＡ事業所の妻に保険料を渡し、同僚

のＢ氏の分と一緒に納付していたと思うが、詳しいことは分からないとして

いることから、申立人の申立期間に係る加入手続及び保険料納付状況の詳細

は不明である。 

また、前述のとおり、オンライン記録、国民年金手帳記号番号払出控及び

国民年金受付処理簿によると、申立人の国民年金加入手続は、申立人の国民

年金手帳記号番号前後の任意加入被保険者の資格取得状況から、昭和 45 年

11月 16日にＥ市Ｆ区役所で行われ、この加入手続において、資格取得日を

遡って 20 歳到達時である同年＊月＊日とする事務処理が行われたものとみ

られる。このため、申立人は、申立期間①当時、国民年金に未加入であった

ものとみられる上、前述の国民年金受付処理簿を見ると、申立人の国民年金

加入手続時の住所地は、Ｃ事業所の住所地で行われたことが確認できること、

及び同僚のＢ氏の国民年金加入手続は、国民年金受付処理簿によると、47

年３月頃に行われている。このことから、申立人の申立期間①及び同僚のＢ



氏の保険料をＡ事業所の妻が一緒に納付することはできなかったほか、この

加入手続時期を基準とすると、申立期間①の保険料は、過年度納付すること

が可能であったものの、申立人は、申立期間①の保険料を自身で納付した覚

えは無いとしている。 

さらに、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は

見当たらない上、申立人が申立期間①の保険料を納付していたことを示す関

連資料（確定申告書、家計簿等）も無く、ほかに申立期間①の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 45年 10月から 46年３月までの期間及び 50年１月から同年３月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

愛知厚生年金 事案5953 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②及び③に係る脱退手当金を受給していないものと認め

られることから、当該期間に係る脱退手当金の支給記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和31年２月１日から33年６月15日まで 

             ② 昭和39年３月１日から40年５月21日まで 

             ③ 昭和40年５月21日から41年３月１日まで 

日本年金機構からのはがきにより、申立期間①、②及び③については脱退

手当金が支給されているため、厚生年金保険の支給対象とはならないことが

分かった。 

しかし、私は、脱退手当金を受給した記憶は無いので、当該期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②及び③については、当該期間の脱退手当金は、厚生年金保険被保

険者資格喪失日から約１年６か月後の昭和42年８月29日に支給決定されたこ

ととなっており、事業主が脱退手当金を代理請求した可能性は低いものと考え

られる。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、当該期間より前の２回の被保険

者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているところ、

申立人の証言及びオンライン記録から、未請求の２事業所と申立期間②の事業

所は同一の事業所であることが確認でき、同一の事業所の被保険者期間のうち、

一部の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿及び健康保険厚

生年金保険被保険者名簿の氏名は変更処理がされておらず旧姓のままであり、

当該期間の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考えられるが、申立人は昭和



                      

  

41年５月＊日に婚姻し、改姓していることから、申立人が脱退手当金を請求し

たとは認め難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間②及び③に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

一方、申立期間①については、当該期間に係る厚生年金保険資格喪失日から

約３か月半後の昭和33年10月１日に支給決定されており、事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

また、当該期間の被保険者記号番号と当該期間より後の被保険者記号番号と

は別番号となっており、当該期間の脱退手当金を受領したために番号が異なっ

ているものと考えるのが自然である。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、当該期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



                      

  

愛知厚生年金 事案5954 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立期間①のうち、平成15年４月16日から20年９月１日までの期間につい

て、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められることから、申立人の当該期

間の標準報酬月額に係る記録を15年４月から16年９月までは20万円、同年10

月から19年８月までは19万円、同年９月から20年８月までは18万円に訂正す

ることが必要である。 

また、申立期間①のうち、平成20年９月１日から同年11月１日までの期間

について、申立人の当該期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結

果30万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第75条本文の規定に

該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の15

万円とされているが、申立人は、当該期間について、その主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の当該期間の標準報酬

月額に係る記録を18万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立期間①に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②から⑦までの期間について、申立人は、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、申立人の当該期間の標準賞与額に係る記録を、申立期

間②は５万円、申立期間③は15万円、申立期間④は20万円、申立期間⑤は20

万5,000円、申立期間⑥は25万円、申立期間⑦は27万4,000円に訂正すること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和58年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成15年４月から20年10月まで 



                      

  

  ② 平成15年６月30日 

  ③ 平成15年11月28日 

  ④ 平成16年６月28日 

  ⑤ 平成16年11月29日 

  ⑥ 平成17年６月29日 

  ⑦ 平成17年11月29日 

申立期間①の標準報酬月額が給与明細書の保険料控除額に見合う標準報

酬月額と比較して低い額になっている。また、申立期間②から⑦までの賞与

についての記録も無いので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、平成18年８月、同年９月及び同年12月から20年８月ま

での期間については、申立人から提出された給与明細書及びＡ社が保管する

平成20年給与所得に対する所得税源泉徴収簿（以下「給与明細書等」という。）

により、申立人は、当該期間において、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（１万3,580円）を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

申立期間①のうち、平成20年９月及び同年10月については、オンライン記

録によれば、申立人の当該期間における標準報酬月額は、当初、15万円と記

録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の23

年１月に15万円から30万円に訂正されているところ、厚生年金保険法第75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正

後の標準報酬月額（30万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（15

万円）となっているが、上記の給与明細書等により、申立人は、当該期間に

おいて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（１万3,580円）

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、申立人の給与明細書等

において確認できる保険料控除額から、平成18年８月、同年９月及び同年12

月から19年８月までは19万円、同年９月から20年10月までは18万円とするこ

とが妥当である。 

申立期間①のうち、平成15年４月から18年７月までの期間、同年10月及び

同年11月については、上記のとおり、その直後又は前後の期間に係る給与明

細書等において確認できる保険料控除額は定額（１万3,580円）であること、

オンライン記録では、申立人の標準報酬月額が申立期間①を通じて一定（15



                      

  

万円）であること、及び申立人と同様に申立期間①を通じてオンライン記録

の標準報酬月額が一定（９万8,000円）である同僚二人から提出された給与

明細書によれば、当該同僚二人は、いずれも申立期間①を通じて定額の厚生

年金保険料を給与から控除されていることが確認できることから、申立人に

ついても、当該期間において、その直後又は前後の期間と同額の厚生年金保

険料（１万3,580円）を事業主により給与から控除されていたことが推認で

きる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、平成15年４月から16

年９月までは20万円、同年10月から18年７月までの期間、同年10月及び同年

11月は19万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は、当時の資料が無く不明としているが、上記

の給与明細書等において確認又は推認できる保険料控除額に見合う標準報

酬月額と、オンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していない

ことから、事業主は、当該給与明細書等において確認できる保険料控除額に

見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）

は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該期間に係る保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

２  申立期間②から⑦までについては、申立人の取引先銀行が保管する取引明

細表により、申立人に対する当該期間に係る賞与の支給が確認できる。 

また、当該取引明細表の当該期間における賞与振込額及び上記の同僚二人

から提出された賞与明細書における賞与支給額及び保険料控除の状況の検

証結果により、申立人は、当該期間において、その主張する標準賞与額（申

立期間②は５万円、申立期間③は15万円、申立期間④は20万円、申立期間⑤

は20万5,000円、申立期間⑥は25万円、申立期間⑦は27万4,000円）に基づく

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間②から⑦までの保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は当時の資料が無く不明としている

が、上記の同僚二人から提出された賞与明細書により、当該同僚二人も当該

期間に係る賞与から厚生年金保険料を控除されているにもかかわらず、申立

人と同様にオンライン記録には当該期間の標準賞与額に係る記録が無く、申

立人及び当該同僚二人について、社会保険事務所がいずれも記録の処理を誤

るとは考え難いことから、事業主は、当該期間に係る賞与支払届を社会保険

事務所に提出せず、その結果、社会保険事務所は、当該標準賞与額に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

愛知厚生年金 事案5955 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立期間の標準報酬月額に係る記録を53万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

        

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年６月から同年９月まで 

平成４年６月にＡ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に転勤したが、転勤の前後で役

職も給与支給額も変更は無かった。転勤前は53万円であった標準報酬月額が

転勤後には36万円と大幅に下がっているのはおかしいので、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人の同社Ｃ支店に係る「健康保険厚生年金保険被保

険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」（以下「標準報酬決定通知書」

という。）によれば、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は36万円として届

出されており、オンライン記録の標準報酬月額と一致していることが確認でき

る。 

しかし、申立人は、「平成４年６月にＡ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に転勤した

が、転勤の前後で役職や給与支給額に変更は無かった。」と主張しているとこ

ろ、当時のＡ社Ｃ支店の事務担当者は、「転勤の前後で申立人の仕事内容や勤

務形態に変更は無く、給与支給額が大幅に下がるような事情も無かった。転勤

後に申立人の標準報酬月額が17万円も下がることは考えられず、手続を間違え

て誤った届出をしたものと考えられる。」と証言している。 

また、Ａ社は、「転勤前後の給与支給額に大きな変動が無いにもかかわらず、

標準報酬月額が大幅に下がっているとすれば、転勤先の支店が、諸手当を入れ



                      

  

ないで報酬月額を計算してしまうなど、手続を誤ったものと思われる。」と回

答している。 

さらに、オンライン記録によると、Ａ社では、転勤先での資格取得時に標準

報酬月額が大幅に下がっている同僚が複数確認できるところ、当該複数の同僚

のうち、平成５年９月に同社Ｃ支店から同社Ｂ支店に転勤し、転勤前は53万円

であった標準報酬月額が転勤後は34万円に減額されている同僚から提出され

た給与明細書によれば、当該同僚は、当該転勤の前後で給与支給額に大きな変

動は無く、転勤後も転勤前と同額の厚生年金保険料（53万円の標準報酬月額に

見合う保険料）を控除されていることが確認できる。 

加えて、上記複数の同僚のうち、平成５年６月にＡ社本店から同社Ｄ支店に

転勤し、転勤前は44万円であった標準報酬月額が転勤後は34万円に減額されて

いる別の同僚は、「当時、転勤しても給与支給額が10万円も下がった記憶は無

い。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間について、その主張する

標準報酬月額（転勤前と同額の53万円）に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は届出の誤りを認めている上、標準報酬決定通知書に

より、事業主が申立期間の標準報酬月額を36万円として届け出たことが確認で

きることから、社会保険事務所（当時）は、申立期間に係る上記訂正後の標準

報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。



                      

  

愛知厚生年金 事案5956 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和43年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和43年１月31日から同年２月１日まで 

私は、昭和41年３月26日にＡ社に入社し、平成19年１月25日まで継続して

勤務した。しかし、申立期間が厚生年金保険に未加入となっているので、厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された人事記録、雇用保険の記録及び同僚の証言により、申立

人が同社に継続して勤務し（昭和43年２月１日に同社から同社Ｂ支店に異動。）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における健康保険

厚生年金保険被保険者名簿の昭和42年12月の記録から、２万6,000円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としているが、事業主が、申立人に係る厚生年金保険の資

格喪失日を昭和43年２月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）がこれを同年１月31日と誤って記録することは考え難いことから、事業主

が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年１月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

愛知厚生年金 事案5957 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和38年７月21日から41年２月１日まで 

脱退手当金の支給を受けた記憶が無いので、申立期間について、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間

をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間（Ａ社本店（２回目））

の前の二つの被保険者期間（同社本店（１回目）及び同社Ｂ支店）については

その計算の基礎とされておらず未請求となっているが、これらの事業所は同一

企業であることから、これを失念するとは考え難い上、未請求となっている当

該二つの被保険者期間と申立期間の被保険者期間は同一番号で管理されてい

たにもかかわらず、支給されていない期間として存在することは事務処理上不

自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



愛知国民年金 事案 2989 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年３月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年３月から 61年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料は自宅に来ていたＡ市役所の集金人に毎月納

付したはずであるので、保険料の納付の事実が確認できるものは何も無いが、

申立期間について、保険料の納付があったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の保険料をＡ市役所の集金人に毎月納付したとしている

が、納付金額についての記憶は無いとしている上、同市では、申立期間当時、

３か月ごとに保険料を集金していたことから、申立人の主張と相違する。 

また、オンライン記録及びＡ市の国民年金被保険者名簿のいずれにおいても、

申立人は、昭和 47年 11月８日に任意で国民年金被保険者資格を取得している

ことが確認できるものの、56年３月 25日に当該被保険者資格を一旦喪失して

おり、その後、再度、国民年金被保険者資格を取得したのは 61 年４月１日と

されていることが確認できることから、申立期間については国民年金に未加入

であり、保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

さらに、上記のことは、申立人の国民年金被保険者台帳（マイクロフィルム）、

Ａ市の国民年金被保険者名簿及び還付整理簿において、一旦納付されていた昭

和 56年３月の保険料が還付されていることとも符合する。 

加えて、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見

当たらない上、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（確定申告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



愛知国民年金 事案 2990 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49年４月から 58年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から 58年３月まで 

    私は、２年分の国民年金保険料は遡って納付できると聞いていたので、22

歳になった昭和 51 年＊月頃にＡ社会保険事務所（当時）で国民年金の加入

手続を行い、昭和 49年度と 50年度の保険料を送付されてきた納付書により

まとめて金融機関で納付し、その後の保険料も送付されてきた納付書により

金融機関で納付したことを覚えている。納付を証明するものは無いが、申立

期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51 年＊月頃にＡ社会保険事務所で国民年金の加入手続を行

い、その際に年金手帳を受領したとしているところ、制度上、国民年金の加入

手続及び年金手帳の交付に係る事務は市町村で行うこととされており、社会保

険事務所（当時）では当該事務は行っていない上、申立人が加入手続を行った

とする時期には同社会保険事務所は存在しないことから、申立人の加入手続状

況の記憶は曖昧である。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料は加入手続後、送付されてきた

納付書により昭和 49 年度及び 50年度の保険料をまとめて金融機関で納付し、

昭和 51 年４月からの保険料も送付されてきた納付書により金融機関で納付し

たとしているが、申立人は、申立期間に係る保険料の納付時期、納付周期及び

納付金額については覚えていないとしていることから、申立期間の保険料納付

状況の詳細は不明である。 

さらに、オンライン記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号前後の任

意加入被保険者の資格取得状況から、申立人の国民年金加入手続は、昭和 59

年 10月頃にＢ市において行われ、その手続の際に資格取得日を遡って 49年＊



月＊日（20歳到達時）とする事務処理が行われたものとみられる。このため、

申立人は、申立期間当時、国民年金に未加入であったものとみられることから、

申立人が主張するように申立期間のうち、昭和 49年度及び 50年度の保険料を

まとめて過年度納付し、51 年度からの保険料を現年度納付することはできな

い上、この加入手続時期を基準とすると、申立期間のうち、大半は時効により

保険料を納付することはできない。 

加えて、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見

当たらない上、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（確定申告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



愛知国民年金 事案 2991（事案 843、1772及び 2264の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年５月から 43年７月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年５月から 43年７月まで 

    私は、30年も 40年も前の資料は無いので、当時の記憶を思い出し何度も

申立てを行ったが、申立期間の国民年金加入記録が確認できないことをもっ

て記録の訂正は認められないとされた。私は固定資産税や自動車税等の税金

を未納にしたことは無く、きちんと納付してきた。国民年金保険料も同じ税

金であると思っている。今は新たな資料は無いが、59 歳の時に免除申請を

行っていたこと及び私の税金の納付状況から総合的に判断していただきた

い。申立期間の保険料について免除期間とされていないことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、社会保険庁（当時）の記録では、申立人

は厚生年金保険の被保険者資格の取得により、昭和 38年 12月 25 日に国民年

金被保険者資格を喪失し、52 年５月１日に再取得していることから、申立期

間は未加入期間となること、及び申立人は、申立期間においてＡ市役所のＢ出

張所で加入手続をした旨主張しているが、加入に係る申立人の記憶は明確でな

く、保険料納付に関与していなかったことから納付状況が不明である上、申立

人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事

情も見当たらないことから、既に当委員会の決定に基づき、平成 20 年 12 月

18日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

また、申立人は、上記の当委員会の通知を受けた後、申立期間の保険料を免

除申請したとする申立内容に変更して当委員会に申立てを行ったが、これは、

当初の判断理由のとおり、申立期間は未加入期間となること等、申立人が申立

期間について免除申請を行ったとは考え難い上、申立人が申立期間の国民年金

保険料を免除されていたことをうかがわせる関連資料や周辺事情も見当たら



ないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと

認めることはできないとして、当委員会の決定に基づき、平成 21 年 10 月 15

日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

さらに、申立人は、上記の当委員会の通知を受けた後、申立期間後に申請免

除の実績があること、市民税等の納付状況、国民健康保険の加入状況等を踏ま

え、申立期間の加入手続及び免除申請を行っていたとして当委員会に申立てを

行ったが、これは、前回の申立て（２回目の申立て）の判断理由のとおり、申

立人は、申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはでき

ないとして、当委員会の決定に基づき、平成 22 年６月９日付け年金記録の訂

正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、新たな資料が無いことは認めており、申立人自身の税金の

納付実績により総合的に判断するべきとして申立てをしているが、これは委員

会のこれまでの決定を変更すべき新たな事情とは認められず、このほかに委員

会のこれまでの決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人

は、申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 

 



愛知国民年金 事案 2992 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年８月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年８月から平成３年３月まで 

    申立期間当時は学生だった。昭和 63 年４月頃、母親がＡ市役所で国民年

金の任意加入手続を行い、年金手帳の交付を受けた。国民年金保険料の納付

については、納付金額は分からないが、母親が実家のある同市の市役所窓口

で定期的に納付していたはずである。保険料を納付したことを示す資料は無

いが、申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入手続及び国民年金保険料納付に直接関与しておらず、

これらを行ったとする母親は、学生が任意加入とされていた時には加入してい

なかったが、Ａ市から加入勧奨通知が来て学生も強制的に加入しなければなら

ないということになったので加入手続を同市役所で行ったとしており、申立人

の記憶と相違している上、保険料の納付時期及び納付金額については覚えてい

ないとしていることから、申立人の加入手続及び保険料納付状況に係る記憶は

曖昧である。 

また、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出整理簿によると、申立

人の国民年金手帳記号番号は、平成４年３月 19日にＡ市に払い出されており、

これ以前に申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は

見当たらないことから、申立人の国民年金加入手続はその頃に初めて行われた

ものとみられる。その手続の際、申立人は、申立期間当時、学生であったとし

ていることから、学生に対して第１号被保険者資格の適用が開始された日であ

る３年４月１日まで遡って資格取得日とする事務処理が行われたものとみら

れる（申立期間当時、学生については、制度上、国民年金任意加入被保険者資

格対象者とされ、加入手続日から遡って被保険者資格を取得することはできな



い。）。このことは、同市が保管する国民年金全件リストの国民年金履歴欄にお

いて資格取得日が同日（学生）と記載されていること、及び前述の母親の証言

とも符合する。このため、申立期間は国民年金に未加入となり、保険料を納付

することはできなかったものとみられる。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（確

定申告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



愛知国民年金 事案 2993 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51年４月から 53年４月までの国民年金保険料（付加保険料を

含む。）については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から 53年４月まで 

    私は、知人から勧められ国民年金に任意加入し、第３号被保険者に変更さ

れるまで、ずっと定額保険料と付加保険料を納付していた。自身が 60 歳を

過ぎて年金を受給できることを知ったその時まで、パートとして働いていた

期間が厚生年金保険に加入していたことは知らなかったので、自身では国民

年金をやめる手続も再加入手続も行った記憶は無い。納付を証明するものは

無いが、申立期間の定額保険料及び付加保険料を納付したことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る国民年金定額保険料及び付加保険料を毎月集金に

来た郵便局の人に納付書で納付したとしているが、申立期間の納付書の入手方

法及び納付金額について明確に覚えていないことから、申立期間の保険料納付

状況の詳細は不明である。 

また、申立人は、申立期間当時Ａ市及びＢ町に居住していたとしているとこ

ろ、同市の国民年金被保険者名簿は無いものの、オンライン記録、国民年金被

保険者台帳及び転居後の同町の国民年金被保険者名簿によると、いずれも申立

人は昭和 50年２月 28日に国民年金任意加入被保険者として資格取得し、同時

に付加年金にも加入した後、51 年４月５日に厚生年金保険被保険者となった

ため、同日に国民年金の被保険者資格を喪失したこととされており、再び任意

加入被保険者資格を取得したのは、53年５月 30日とされている。その手続の

際には定額のみの加入手続が行われ、付加年金の加入手続が行われた記録は無

い。このことは、申立人が所持する年金手帳の国民年金の記録欄の記載内容と



も符合し、これら記録に齟齬
そ ご

は無く、不自然な点は見受けられないことから、

申立期間は国民年金に未加入となり、申立期間の保険料を納付することはでき

なかったものとみられる。 

さらに、オンライン記録及び健康保険厚生年金保険被保険者原票を見ると、

申立人は、昭和 51年４月５日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、53年４

月１日に資格喪失しており、申立人が主張するとおり当該期間の国民年金保険

料が納付されていた場合、保険料は還付されることとなるが、当該期間の保険

料が還付された形跡は見当たらない上、申立人も保険料が還付された記憶は無

いとしている。 

加えて、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをう

かがわせる事情は見当たらない上、申立人が申立期間の定額保険料及び付加保

険料を納付していたことを示す関連資料（確定申告書、家計簿等）は無く、ほ

かに申立期間の定額保険料及び付加保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料（付加保険料を含む。）を納付して

いたものと認めることはできない。 

 



愛知国民年金 事案 2994 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40年４月から 46年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 46年２月まで 

    私は、昭和 40 年７月にＡ市からＢ市に転居し、その頃に同市役所で国民

年金の加入手続を行った。加入手続を行った時、新年度からの保険料を納付

するように言われ、同年４月から同年７月までの国民年金保険料をまとめて

同市役所の窓口で納付した。同年８月からは、毎月集金人に保険料を納付し

ていた。納付を証明するものは無いが、申立期間の保険料を納付したことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 40 年７月にＡ市からＢ市に転居し、同市役所で国民年金の

加入手続を行い、その手続の際に同年４月に遡って同年７月までの国民年金保

険料をまとめて同市役所窓口で納付し、同年８月以降の保険料は毎月集金人に

納付したとしているところ、同市では、国民年金担当窓口で保険料を納付する

ことはできず、申立期間当時の同市の保険料収納方法は３か月単位であったと

している上、申立人は申立期間の保険料の納付金額の記憶は無いとしているこ

とから、保険料納付状況の記憶は曖昧である。                                

また、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出整理簿によれば、申立

人の国民年金手帳記号番号は、夫婦ともＢ市において資格取得日を昭和 46 年

３月 15日として同年４月 30日に夫婦連番で払い出されており、これ以前に申

立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない

ことから、その頃に初めて申立人の国民年金加入手続が行われたものとみられ

る。このことは、申立人が所持する年金手帳の記載内容及び同市の国民年金被

保険者名簿の記載内容とも符合する。このためこの資格取得日を基準とすると、

申立期間は国民年金に未加入となることから、申立人は申立期間の保険料を納



付することはできなかったものとみられる。 

さらに、オンライン記録によると、夫は申立期間において昭和 44 年２月及

び同年３月を除き厚生年金保険被保険者とされている。このことから、申立人

は夫が厚生年金保険被保険者であった期間は国民年金任意加入対象期間とな

り、制度上、加入手続の時点から遡って被保険者資格を取得することはできな

い上、同年２月及び同年３月は夫婦共に強制加入被保険者となるが、オンライ

ン記録及びＢ市の国民年金被保険者名簿において夫婦が加入していた形跡は

見当たらないことから、申立人が申立期間の保険料を納付したとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（確定申

告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



愛知厚生年金 事案5958 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和26年９月８日から33年５月21日まで 

日本年金機構から「脱退手当金を受け取られたかどうか」の確認はがきを

もらった。申立期間について、脱退手当金を受給したことになっているが、

受給した記憶は無いので、脱退手当金支給済みの記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記

載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭

和33年５月21日の前後２年以内に資格喪失しており、脱退手当金の受給要件を

満たす者27人の支給記録を確認したところ、18人に脱退手当金の支給記録が確

認でき、全員が資格喪失日から約５か月以内に支給決定がなされている上、当

時は通算年金通則法施行前であったことを踏まえると、申立人についてもその

委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられ

る。 

また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和33年６月９日に支給決定されて

いるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5959 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和33年10月28日から34年１月31日まで 

             ② 昭和34年２月11日から36年12月21日まで 

    私は、申立期間に係る脱退手当金を請求したことも、受け取った覚えも無

いので、記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る最終事業所に２回勤務しており、厚生年金保険被

保険者台帳によると、申立期間より前の期間についても脱退手当金の支給記録

が確認できることから、申立期間に係る脱退手当金を受給することに不自然さ

はうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険

被保険者資格喪失日から２か月後の昭和37年２月21日に支給決定されている

など、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5960 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和41年10月から42年６月まで 

② 平成２年10月から３年９月まで 

③ 平成８年10月から11年９月まで 

私は、昭和40年４月１日にＡ社に入社して以来、現在に至るまで、転職し

ておらず、自身の給料が減額された記憶は無い。申立期間の標準報酬月額の

変化は、明らかに不自然であると思うので徹底した調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社が加入していたＢ基金（以下「基金」という。）

から提出された加入員台帳によると、申立人の基金の標準報酬月額は、当該期

間のうち、基金が設立された昭和41年11月30日から42年７月１日までの期間に

ついて、厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録の標準報酬月額と一致

している。 

また、当該被保険者原票及びオンライン記録によると、Ａ社で同時期に厚生

年金保険の被保険者資格を取得した同僚のうち、申立人と同じ年齢及び勤続年

数の男性は３人確認できるところ、当該３人は、いずれも申立人と同様に被保

険者期間において標準報酬月額の低い期間が確認できることから、申立人の標

準報酬月額の推移のみが不自然である状況はうかがえない。 

さらに、Ａ社は、｢申立期間①当時の賃金台帳は、既に処分しているので、

申立期間の前月より申立人の標準報酬月額が下がった理由について確認でき

ない。」と回答している。 

申立期間②及び③について、申立人の当該期間に係る基金の標準報酬月額は、

オンライン記録の標準報酬月額と一致しており、基金から提出された複写式の



届出様式であったとされる平成７年から９年までの健康保険厚生年金保険被

保険者報酬月額算定基礎届に記載された標準報酬月額も、オンライン記録の標

準報酬月額と一致している。 

また、Ａ社は、「人事記録によれば、申立人は、平成２年３月16日に管理職

になっていることから、残業手当が無くなったことに伴い標準報酬月額が下が

ったものと思われる。」と回答している。 

さらに、オンライン記録によると、Ａ社が名前を挙げた管理職経験者で、申

立人と経歴が似ている同僚４人のうち、２人が申立人と同様に被保険者期間に

おいて標準報酬月額の低い期間が確認できることから、申立人の標準報酬月額

の推移のみが不自然である状況はうかがえない。 

加えて、申立人の当該期間に係るＣ健康保険組合の標準報酬月額も、オンラ

イン記録の標準報酬月額と一致している。 

このほか、申立期間①、②及び③について、申立人の標準報酬月額が遡って

訂正される等、不自然な事務処理が行われた形跡は無く、申立人の標準報酬月

額に誤りがあることをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間①、②及び③について、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。



愛知厚生年金 事案5961 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和32年10月10日から36年12月８日まで 

Ａ社を退職した後に脱退手当金を受け取った記録となっているが、手続を

した覚えは無く、脱退手当金を受け取った覚えも無い。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び同被

保険者原票で管理されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格

喪失日（昭和36年12月８日）の前後２年以内に資格喪失し、脱退手当金の受給

要件を満たす女性20人（申立人を除く。）の脱退手当金の支給記録を調査した

ところ、12人に支給記録が確認でき、そのうち９人については資格喪失日から

約６か月以内に支給決定がされている上、当該支給決定の記録がある同僚が、

「会社で脱退手当金の請求手続をしてもらった。」と証言していることから、

申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性

が高いものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に

係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和37年４月10日に

支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、申立期間の前に脱退手当金が未請求となっている別の３事業所の厚生

年金保険被保険者期間があるが、当該被保険者期間と申立期間の被保険者期間

とは別番号で管理されており、当時、請求者からの申出が無い場合、別番号で

管理されている被保険者期間を把握することは困難であったことを踏まえる

と、支給されていない期間が存在することに不自然さはうかがえない。



愛知厚生年金 事案5962 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和34年11月10日から40年10月２日まで 

② 昭和40年10月２日から42年３月２日まで 

脱退手当金をもらった記憶が無いので、申立期間について、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた申立期間に係る最終事業所のＡ社Ｂ支店の健康保険

厚生年金保険被保険者原票で管理されている女性のうち、申立人の厚生年金保

険被保険者資格喪失日（昭和42年３月２日）の前後２年以内に資格喪失し、脱

退手当金の受給要件を満たす女性28人（申立人を除く。）の脱退手当金の支給

記録を調査したところ、18人に支給記録が確認でき、そのうち17人については

資格喪失日から６か月以内に支給決定がなされている上、当該支給決定の記録

がある複数の同僚が、「会社が代理で手続をしてくれた。」と証言していること

から、申立人についても、その委任に基づき事業主による代理請求がなされた

可能性が高いものと考えられる。 

また、Ａ社Ｂ支店の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の

支給を意味する「脱1405」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手

当金は、支給額に計算上の誤りは無く、同社同支店に係る厚生年金保険被保険

者資格喪失日から約３か月半後の昭和42年６月20日に支給決定されているな

ど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



なお、申立期間①の前に脱退手当金が未請求となっている別の事業所の厚生

年金保険被保険者期間があるが、当該被保険者期間と申立期間の被保険者期間

とは別番号で管理されており、当時、請求者からの申出が無い場合、別番号で

管理されている被保険者期間を把握することは困難であったことを踏まえる

と、支給されていない期間が存在することに不自然さはうかがえない。 



愛知厚生年金 事案5963 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和44年６月27日から46年１月24日まで 

    Ａ社の被保険者期間については、脱退手当金を受給した記憶があるが、Ｂ

社における被保険者期間についても、脱退手当金が支給済みとされている。 

    Ｂ社は、上司とトラブルがあった翌日から出勤せず、脱退手当手金の請求

をした記憶が無いので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金の請求書類として提出された脱退手当金裁定請求書

には、旧姓で請求されているものの申立人の実家である住所が記載され、昭和

47年２月26日にＢ社を管轄する社会保険事務所（当時）に提出されており、当

該社会保険事務所では、脱退手当金裁定伺を作成して決裁を得るなど適正に裁

定手続を行っていることが確認できる。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支給

されたことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、Ｂ社の被保険者

期間及び申立人が受給したことを認めているＡ社の被保険者期間を併せた期

間に基づいて脱退手当金が支給されており、支給額に計算上の誤りは無いなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案5964 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和36年２月16日から43年９月17日まで 

Ａ事業所及びＢ事業所については脱退手当金を受領したことは覚えてい

るが、Ｃ社に勤務していた期間については受領した記憶は無い。申立期間に

ついて、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金の請求書類として提出された脱退手当金裁定請求書

には、申立人が婚姻後に住んでいたとされる住所が記載されている上、「隔地、

支払済、43.12.21」の印が押されていることから、支払決定通知書が同住所地

に送付されたものと考えられる上、請求書類には申立期間に係る事業所作成の

退職所得の源泉徴収票が添付されていることを踏まえると、申立人の意思に基

づき脱退手当金が請求されたものと考えられる。 

また、申立人は「Ａ事業所とＢ事業所の脱退手当金は受給した。」と述べて

いるところ、「脱退手当金支給決定伺」によれば、申立人が脱退手当金を受給

したと認めているＡ事業所の被保険者期間及びＢ事業所の被保険者期間と同

時にＣ社の被保険者期間を併せた期間が計算の基礎とされていることが確認

できる。 

さらに、申立人の申立期間における健康保険厚生年金保険被保険者原票には、

脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間

の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、Ｃ社を退職した約３か月後に

支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案5965 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和22年11月１日から25年７月１日まで 

             ② 昭和25年７月１日から33年１月１日まで 

             ③ 昭和35年１月１日から同年２月１日まで 

    厚生年金保険の記録では、申立期間について脱退手当金を支給されたこと

になっているが、私はもらった覚えが無い。 

    申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務した申立期間に係る最終事業所の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとと

もに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険

被保険者台帳には脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を厚

生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されているな

ど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの事実及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案5966 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和34年４月10日から37年12月５日まで 

日本年金機構から「脱退手当金を受け取られたかどうか」の確認はがきを

もらい、申立期間について、脱退手当金を支給されたことになっていること

を知った。しかし、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間につい

て、脱退手当金支給済みの記録を訂正し、厚生年金保険の被保険者として、

年金額に反映させてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務した事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び健康保

険厚生年金保険被保険者原票に記載されている女性のうち、申立人の厚生年金

保険被保険者資格喪失日である昭和37年12月５日の前後２年以内に資格喪失

し、受給資格のある27人の脱退手当金の支給記録について調査したところ、24

人に支給記録が確認でき、いずれも資格喪失日から６か月以内に支給決定がな

されていることを踏まえると、申立人についても、その委任に基づき事業主に

よる代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失

日から約５か月後の昭和38年４月22日に支給決定されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人は、申立期間の事業所を退職後、長期間、国民年金に加入し

た記録が無い上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案5967 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年４月10日から30年５月６日まで 

私は、脱退手当金の請求手続を行った記憶は無く、受け取った記憶も無い

ので、申立期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載

されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和

30年５月６日の前後２年以内に資格喪失し、受給要件を満たした12人の脱退手

当金の支給記録を調査したところ、９人に支給記録が確認でき、いずれも資格

喪失日から５か月以内に支給決定がなされている上、当時は通算年金通則法施

行前であったことを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主に

よる代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に

係る厚生年金保険資格喪失日から約４か月後の昭和30年８月31日に支給決定

されているほか、厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたこ

とが記載されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案5968 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和28年10月13日から36年１月15日まで  

日本年金機構から届いた確認はがきを見て、申立期間に係るＡ社Ｂ支店の

厚生年金保険被保険者記録について、脱退手当金を受給したことになってい

るのを知ったが、脱退手当金という言葉も知らず、受給した記憶も無いので、

脱退手当金支給済みの記録を訂正し、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたＡ社Ｂ支店の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立人が記載されているページとその前後６ページに記載されている

女性87人のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和36年１

月15日の前後２年以内に資格喪失し脱退手当金の受給要件を満たす43人の脱

退手当金の支給記録を調査したところ、39人について支給記録が確認でき、29

人が資格喪失日から６か月以内に支給決定がなされているほか、当時は通算年

金通則法施行前であったことを踏まえると、申立人についてもその委任に基づ

き事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人のＡ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとと

もに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和36年４月21日に支

給決定されているほか、厚生年金保険被保険者台帳には同年３月９日に脱退手

当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退

手当金の裁定庁へ回答したことが記録されているなど、一連の事務処理に不自

然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案5969 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和34年10月28日から40年５月26日まで 

私は、日本年金機構からの確認はがきを受け取って、昭和40年８月に脱退

手当金を受給したことになっていることを知った。脱退手当金は受け取って

いないので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿の申立人が記載されているページとその前後11ページに記載されて

いる女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和40年５

月26日の前後３年以内に資格喪失した脱退手当金の受給要件を満たす者９人

の脱退手当金の支給記録を確認したところ、５人に支給記録が確認でき、申立

人についても、その委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高

いものと考えられる。 

また、申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱

退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の

脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被

保険者資格喪失日から約３か月後の昭和40年８月25日に支給決定されている

上、脱退手当金支給一覧簿に申立人の名前が記載されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期  

間係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5970 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年８月４日から42年１月１日まで 

私は、Ａ社Ｂ支店の被保険者記録について脱退手当金を受給したが、Ｃ事

業所の被保険者記録について脱退手当金を受給した記憶は無い。Ａ社Ｂ支店

の脱退手当金を記憶しているのに、その後にもらったＣ事業所の脱退手当金

を忘れることはないはずだ。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当

金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手

当金は支給額に計算上の誤りは無い上、申立期間に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失日から約４か月半後の昭和42年５月12日に支給決定されているなど

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5971 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和43年９月25日から46年１月21日まで 

私は、Ａ社を退職後に一度は脱退手当金を受け取った。Ｂ社は結婚のため

に退職したが、脱退手当金を請求したのならＣ社の分も一緒に請求している

はずである。脱退手当金を受け取った記憶は無いので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金の請求書類として提出された脱退手当金裁定請求書

には、当時申立人が住んでいた住所地が記載されている上、脱退手当金裁定伺

には、申立人の住所地の郵便局に隔地払いされたこと、申立人が勤務していた

事業所名、及び当該勤務期間が記されていることを踏まえると、申立人の意思

に基づき脱退手当金が請求されたものと考えられる。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約１か月半後の昭和46年３月３日に支給決定されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無い

というほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5972 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和33年３月１日から34年７月１日まで 

             ② 昭和41年10月15日から42年12月19日まで 

③ 昭和42年12月19日から46年１月20日まで 

    平成21年頃に自分の年金記録を確認した際、申立期間について脱退手当金

が支給されていることを知った。脱退手当金を受け取った記憶は無いので、

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間の最終事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票

には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申

立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間③に係る厚生

年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和46年３月23日に支給決定

されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5973 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和28年９月９日から29年４月１日まで 

             ② 昭和29年４月１日から31年９月20日まで 

             ③ 昭和31年９月20日から34年４月３日まで 

    結婚のため、申立期間に係る最終事業所を退職し、脱退手当金の支給記録

がある時期には、新居に移り、姓も変わっている。脱退手当金を受け取った

記憶は無いので、支給記録を取り消し、申立期間について、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間③に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月半後の昭和34年８月20日に支

給決定されているほか、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金

の算定のために必要となる標準報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当

金の裁定庁へ回答したことを示す記録が認められるなど、一連の事務処理に不

自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5974 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和37年１月５日から41年８月13日まで 

    申立てに係る事業所を退職する時、退職金をもらっていないし、脱退手当

金の話も無かった。脱退手当金の受給記録を取り消して、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保

険者原票に記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪

失日である昭和41年８月13日の前後２年以内に資格喪失した者34人のうち、受

給資格者17人の脱退手当金の支給記録を調査したところ、16人について支給記

録が確認でき、そのうち15人が資格喪失日から６か月以内に支給決定がなされ

ていることを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代

理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失

日から約２か月後の昭和41年10月14日に支給決定されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5975 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和33年10月20日から36年７月31日まで 

私は、Ａ社を出産のため昭和36年７月31日に退職した。脱退手当金の支払

日が37年11月14日となっており、１年以上も過ぎてから受給したとは考えら

れない。脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間について、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味

する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額

に計算上の誤りは無く、厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の算定の

ために必要となる標準報酬月額等を、厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁

定庁へ、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約１か月半後の昭和36

年９月13日に回答したことが記録されているなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5976 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年６月１日から38年４月１日まで 

私は、結婚するためＡ社を退職したが、その際、脱退手当金を受給した記

憶は無い。申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味

する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に

計算上の誤りは無い上、脱退手当金裁定請求書によると、申立人の住所欄には、

婚姻先の住所とともに夫の氏名が記載され、社会保険事務所（当時）は、申立

人に対して隔地払により支払を行ったことが確認できる。 

また、当該裁定請求書には、住所を訂正した記録がある上、書類不備補正の

ための再提出願も保管されており、再提出の受付日（昭和38年９月30日）から

支給決定（同年10月30日）までの期間が１か月と短いなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案5977 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和37年７月１日から39年11月20日まで 

② 昭和40年２月１日から41年９月11日まで 

③ 昭和41年９月21日から43年２月11日まで 

厚生年金保険の加入期間を確認したところ、申立期間については脱退手当

金が支給されているため、厚生年金保険の支給対象とはならないことが分か

った。 

しかし、私は、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金の請求の際、添付書類として提出された退職所得の受

給に関する申告書には、「退職金を支給しない。」旨の記載とともに、Ａ事業所

の代表者印の押印がある上、脱退手当金裁定請求書及び上記申告書には、戸籍

には記載されていない申立人が主張する結婚後の住所が記載されていること

を踏まえると、申立人の意思に基づき脱退手当金が請求されたものと考えられ

る。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失

日から約３か月半後の昭和43年５月23日に支給決定されているなど、一連の事

務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案5978 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年４月５日から43年10月１日まで 

厚生年金保険の加入期間を確認したところ、申立期間については脱退手当

金が支給されているため、厚生年金保険の支給対象とはならないことが分か

った。 

しかし、私は、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚

生年金保険資格喪失日から約４か月後の昭和44年１月28日に支給決定されて

いるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案5979 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①  昭和32年９月２日から35年８月７日まで 

②  昭和36年６月21日から38年２月21日まで 

③  昭和38年２月21日から同年３月21日まで 

    私が勤務した３社のうち２社については、脱退手当金を受け取り厚生年金

保険から脱退したことになっている。しかし、私は、厚生年金保険料を支払

っていたことは記憶しているが、脱退手当金を受給した記憶が無い。今回、

日本年金機構より確認はがきを受け取ったので、調査の上、申立期間の被保

険者記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた申立期間に係る最終事業所の複数の同僚は、「会社に

手続をしてもらい脱退手当金を受給した。」と証言していることから、申立人

についても、その委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高い

と考えられる。 

また、申立人の申立期間に係る最終事業所の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿には、脱退手当金の支給を意味する「退」の表示が記されているとともに、

申立期間の脱退手当金は、その支給額に計算上の誤りは無く、申立期間の最終

事業所に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和38年６

月14日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


